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見附市農業委員会総会議事録 

 

1. 開催日時 令和５年４月２５日（金） 午後３時 

2. 開催場所 見附市役所 ４階 大会議室 

3. 出席委員 １２名 

   １番 関谷常夫 ２番 佐藤徹 ３番 廣瀬吉春 

   ４番 櫻井政志 ５番 小杉義光 ６番 齋藤義夫  

   ７番 太田雪子 ８番 立川雅貴 ９番 小林平仁  

   １１番 羽賀忠好 １０番 山田久栄 １２番 三本友子 

 欠席委員 ０名 

 

4. 議事日程 

 日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 日程第２ 報告１号 農地法第４条の規定による転用届出の受理について 

  報告２号 農地法第５条の規定による転用届出の受理について 

  報告３号 非農地証明願いによる非農地判断について 

 日程第３ 議第１号 農地法第３条の規定による許可申請の許可申請について 

  議第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

  議第３号 農用地利用集積計画の決定について 

  議第４号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて 

  議第５号 見附市農業委員会における見附市個人情報の保護に関す

る法律等施行規程の制定について 

 

5. 農業委員会事務局職員 

  局長 北村 保 次長 伴内 美和 係長 韮澤 亜紀子 

 

6. 会議の概要 

 （午後３時 開会） 

 

議長 

（関谷会長） 

 

ただ今から、令和５年４月の農業委員会総会を開会いたします。 

現在の出席委員は、１２名全員でございます。よって、総会は成

立しております。招集案内により出席していただいている農地利用

最適化推進委員におかれましては、地域の議案もありますので意見

等ありましたら積極的な発言をお願いいたします。 

はじめに、会議録署名委員の指名でございますが、議席番号順と
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なっておりますので、４番 櫻井政志委員、５番 小杉義光委員の

２名にお願いします。 

報告に入ります。報告第１号農地法第４条の規定による転用届出

の受理について、事務局より報告をお願いします。 

 

事務局 

（伴内次長） 

 

報告第１号農地法第４条の規定による転用届出の受理について、

報告いたします。 

１番、登記地目は田、面積合計９１２㎡です。転用目的は共同住

宅建築敷地です。 

２番、登記地目は田及び畑、面積合計４３０㎡です。転用目的は

事業用の車庫建築敷地です。申請地は平成５年から事業用車庫の敷

地として使用しており、先代が死亡し、申請人が相続する際に調査

したところ、農地であることが判明したことから届出が出されまし

た。１、２番ともに市街化区域内の土地で周辺は住宅が立地してお

り、周辺地域に与える影響はないものと考え、審査の結果適法な届

け出であると認められましたので受理したものです。報告は以上で

す。 

 

議長 

（関谷会長） 

 

事務局からの報告が終わりました。何か質問がありましたら、お

願いします。 

 （質問、意見なし） 

 

議長 

（関谷会長） 

次に、報告第２号農地法第５条の規定による転用届出の受理につ

いて、事務局より報告をお願いします。 

 

事務局 

（伴内次長） 

 

 

 

 

報告２号農地法第５条の規定による届出について、報告いたしま

す。 

１番、２番は隣接した農地であり、一連の案件でありますが、転

用の時期が異なることから、個別の届出が出されたものです。 

１番、申請地の登記地目は田、面積６９８㎡です。２番、申請地

の登記地目は田、面積６３６㎡です。転用目的は宅地造成で、権利

種別は売買による所有権移転です。市街化区域内にある農地で住宅

地の中に位置しており、周辺地域に与える影響はないものと考え、

審査の結果、適法な届出であると認められましたので受理したもの
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です。報告は以上です。 

 

議長 

（関谷会長） 

 

 

事務局からの報告が終わりました。何か質問がありましたら、お

願いします。 

 

（質問、意見なし） 

 

議長 

（関谷会長） 

 

次に、報告第３号 非農地証明願いによる非農地判断について、

事務局より報告をお願いします。 

 

事務局 

（伴内次長） 

 

 

報告第３号 非農地証明願いによる非農地判断について、報告い

たします。 

申請地の登記地目は田、面積３８㎡です。昭和５５年ころ、申請

地の奥の土地へ周辺住民が通行するために、道路として提供しまし

た。現在は奥の土地への通行需要も無くなりましたが、原野化して

いて農地への復旧は困難であることから非農地証明願いが出されま

した。３月３１日に地区担当委員と事務局で現地確認を行い、非農

地と判断しました。報告は以上です。 

 

議長 

（関谷会長） 

 

事務局からの報告が終わりました。何か質問がありましたら、お

願いします。 

 （質問、意見なし） 

 

議長 

（関谷会長） 

 

 

 

 

事務局 

（韮澤係長） 

 

 

 

質問は、ないようですので、これで報告を終わります。 

 

議事に入ります。議第１号 農地法第３条の規定による許可申請

の許可について上程いたします。 

議第１号について、事務局より説明をお願いします。 

 

議第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明

いたします。 

１番、登記地目は田、面積合計３,００８㎡ です。譲渡人は、

耕作ができないため、譲受人は、譲渡人の希望により農地を取得す

るものです。この申請は、農地法第３条第２項各号には該当せず、
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議長 

（関谷会長） 

 

地区担当委員 

（小杉委員） 

 

 

議長 

（関谷会長） 

 

許可要件のすべてを満たしていると考えます。説明は以上です。  

 

事務局の説明が終わりました。1 番について小杉義光委員より補

足説明をお願いします。 

 

この地域のもと住民の方のご主人が亡くなり、管理が難しくなっ

たところ、譲り受けたいとの申し出があり、今後は、譲受人が管理

していくとのことで問題なしと思われます。 

 

事務局、地区担当委員の補足説明が終わりました。質疑、意見があ

りましたら、お願いします。 

 

（質問、意見なし） 

 

質疑、意見等ないようですので、質疑を打ち切り採決に入りたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

 （「異議なし」の声多数） 

 

それでは、質疑を打ち切り、採決に入ります。議第１号について

原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声多数） 

 

議長 

（関谷会長） 

 

異議なしと認めます。したがって、議第１号は、原案のとおり決

定いたしました。 

 

つづいて、議第２号 農地法第５条の規定による許可申請につい

て上程いたします。 

議第２号について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

（伴内次長） 

 

 

議第２号農地法第５条の規定による許可申請の許可について説明

いたします。 

１番、登記地目は田、面積３２７㎡です。転用目的は資材置き場

及び機材置場です。申請理由として、譲受人は市外に本社があり見
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議長 

（関谷会長） 

 

地区担当委員 

（廣瀬委員） 

 

附営業所との中継地として現在の資材置き場を使用してきました

が、手狭になってきたために、隣接地である申請地を取得し、資材

置き場を拡張したいとのことです。市街化調整区域内にある農用地 

区域外の農地で、周囲を宅地に囲まれている土地であることから、

第３種農地と判断されます。 

申請地は土地改良区の受益区域外であること、地元農家組合から

農地転用に関して支障がない旨の同意書が出されていることから、

周囲の農地へ与える影響はないものと考えられます。説明は以上で

す。 

 

 

事務局の説明が終わりました。1番について、地区担当委員の廣

瀬吉春委員より補足説明をお願いします。 

 

申請地は基盤整備以外であり、また隣接は駐車場であり問題なし

と考えます。 

 

議長 

（関谷会長） 

 

事務局、地区担当委員の説明が終わりました。質疑、意見があり

ましたら発言をお願いします。 

 

 （質問、意見なし） 

 

 質疑、意見等ないようですので、質疑を打ち切り採決に入りたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

 （「異議なし」の声多数） 

 

 質疑を打ち切り、採決に入ります。議第２号について原案のとおり

決定することに異議ありませんか。 

 

 （「異議なし」の声多数） 

 

 異議なしと認めます。したがって、議第２号は、原案のとおり決

定いたしました。 
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議長 

（関谷会長） 

 

議第３号農用地利用集積計画の決定について上程いたします。 

事務局の説明に入ります前に、見附市農業委員会会議規則第１４

条の規定に基づく議事参与の制限により、廣嶋総一委員は、当該議

案の審議終了まで退室をお願いします。 

 

 （廣嶋委員 退席） 

 

 議第３号について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

（韮澤係長） 

 

 

 

 

 

議長 

（関谷会長） 

 

議第３号 農用地利用集積計画の決定について説明いたします。 

１番から８番、すべて相対による利用権設定です。利用権の設定

の合計面積は １４筆、３０，５２７㎡です。これらの全ての案件

について、経営農地の効率的利用、農作業常時従事など、農業経営

基盤強化促進法 第１８条の各要件を満たしていると考えます。説

明は以上です。 

 

事務局の説明は終わりました。質疑、意見がありましたら、お願

いします。 

 

（質問、意見なし） 

 

質疑、意見等ないようですので、質疑を打ち切り採決に入りたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声多数） 

 

質疑を打ち切り、採決に入ります。議第３号について原案のとお

り決定することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声多数） 

 

異議なしと認めます。したがって、議第３号は、原案のとおり決

定いたしました。 

 

それでは、退席された委員の関係案件が終了しましたので、廣嶋
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総一委員は入室をお願いします。 

 

 

 

議長 

（関谷会長） 

 

（廣嶋委員 入室） 

 

議第４号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて上

程いたします。 

議第４号について、事務局より説明をお願いします。 

 

 

事務局 

（伴内長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（関谷会長） 

 

地区担当委員 

（関谷委員） 

 

 

議長 

（関谷会長） 

 

議第４号相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて説明

いたします。 

被相続人は昨年死亡され、今回、相続税の納税猶予に関する適格

者証明願いが提出されました。対象農地面積は５,２０２㎡です。

審議のポイントは、被相続人が生前農業を営んでいた実績があるこ

と、相続人が相続により取得した農地で農業経営を開始し、その後

も引き続き農業経営を行うと認められること、特例の対象となる農

地が農業を営んでいた被相続人から相続により取得した農地であ

り、全て農地として管理されているかどうかです。このことについ

ては適正管理されていることから、適格者証明は妥当と判断されま

す。説明は以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。当議案について、地区担当委員の、

私、関谷が補足説明いたします。 

 

昨年、相続された農地であり、現在もしっかりと農業に従事され

ていること、ほかにも市外で４町ほど農地があり認定農業者である

ことなどから、適格者であると考えます。 

 

事務局、地区担当委員の補足説明が終わりました。質疑、意見が

ありましたら、お願いします。 

 

（質問、意見なし） 

 

 

 

質疑を打ち切り、採決に入ります。議第４号について原案のとお

り決定することに異議ありませんか。 
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 （「異議なし」の声多数） 

 

 異議なしと認めます。したがって、議第４号は、原案のとおり決

定いたしました。 

 

議長 

（関谷会長） 

 

議第５号 見附市農業委員会における見附市個人情報の保護に関

する法律等施行規程の制定について上程いたします。 

議第５号について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

（伴内次長） 

 

議第５号見附市農業委員会における見附市個人情報の保護に関す

る法律等施行規程の制定について説明いたします。 

見附市農業委員会が保有する個人情報の取り扱いについては、従

来から市の規程に準じて定めていました。このたび、市の従来規程

を廃止し、新たなものが定められたことから、農業委員会の規程も

市の新たな規程に準ずるということを定めるものです。具体的に

は、保有している個人情報が電磁的媒体に記録されている場合で

の、当該する個人情報の開示請求があった場合に、開示の実施の方

法を新たに定めるものです。説明は以上です。 

 

議長 

（関谷会長） 

 

 

事務局の説明が終わりました。質疑、意見がありましたら、発言

をお願いします。 

 

（質問、意見なし） 

 

 質疑、意見等ないようですので、質疑を打ち切り採決に入りたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声多数） 

 

それでは、質疑を打ち切り、採決に入ります。議第５号について

原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声多数） 

 

異議なしと認めます。 したがって、議第５号は、原案のとおり
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決定いたしました。 

 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。これをもちまして、

令和５年４月の農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 （午後３時５０分 閉会） 

 

 

議事録に相違ないものと認め、ここに署名致します。 

 

 
議 長  

 
署 名 委 員  

 
署 名 委 員  

 
議事録調製者（係長）  

 

 


